
告示第 47-1 号  
 
木曽文化公園宿泊施設利用規則を廃止する規則をここに公布する。 

 
平成 19 年 5 月 10 日 

 
（木曽広域連合長署名・印） 

 
 
平成 19 年木曽広域連合規則第 8 号 
 

木曽文化公園宿泊施設利用規則を廃止する規則 
 

木曽文化公園宿泊施設利用規則（平成 11 年木曽広域連合規則第 38 号）は、廃止

する。 
 

附 則 
この規則は、公布の日から施行し、平成 19 年 4 月 1 日から適用する。 

 


